
号

外

一�
平

成
二
十
一
年

三

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

公

示

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
九
号
の
二

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
三
十
七
条
の
二｣

を｢

第
三
十
七
条
の
三｣

に
改
め
る
。

第
二
章
第
二
節
中
第
三
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

指
定
代
理
納
付
者
の
指
定)

第
三
十
七
条
の
三

知
事
は
、
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
代
理
納
付
者
の

指
定
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
告
示
し
た
事
項
に
変
更

が
あ
つ
た
と
き
又
は
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一

当
該
指
定
代
理
納
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

当
該
指
定
代
理
納
付
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入

三

当
該
指
定
代
理
納
付
者
に
歳
入
を
納
付
さ
せ
る
期
間

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 平成21年３月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
�

�
岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
三
月
一
日
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平
成
二
十
一
年
三
月
一
日
印
刷

平
成
二
十
一
年
三
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


